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１．事業の概要 

資源小国の我が国において、有用金属（資源として利用価値のあるベース

メタル、貴金属、レアメタル）が含まれる使用済製品は、循環資源としての

有効利用が期待されている。「新成長戦略実現 2011」（平成 23 年１月閣議

決定）の中の「都市鉱山のリサイクル等の循環型社会づくりの推進」という

項目において、「使用済小型家電のリサイクル及び使用済製品からのレアメ

タルを含む有用金属のリサイクルの在り方についての取りまとめ（2011 年度

末）」とされているところ。 

そこで、平成 23 年度内の中央環境審議会で得られた結論を基に、小型電気

電子機器（以下「小電」という。）のリサイクルに資する制度を整備する必

要がある。 

本事業では、小電のリサイクルに資する新制度の創設のための調査検討業

務を行うほか、また日本各地での新制度の導入を促進するものであり、循環

型社会の構築に大きく寄与するものである。 

 

 

２．事業計画 

（１）使用済小型電気電子機器回収社会実証事業 

小電のリサイクル制度の創設・導入に向け、いくつかの地域で先行的に

小電を回収し、再資源化を行う。事業の実施に当たっては、中央環境審議

会の審議結果を踏まえた仕組みを先行実施することとし、関係者の間で費

用負担や役割分担の設定に必要な情報（例：収集される小電の種類、処理

に要するコスト）や、再資源化率等の基準を設定する上で必要な情報を、

収集し分析する。 

（２）リサイクル制度に係る技術的基準設定事業 

① 臭素系難燃剤等含有実態調査 

新たに創設される小電のリサイクル制度において、再資源化率の基

準を設けるためには、臭素系難燃剤等のストックホルム条約対象物質

の含有実態を把握する必要がある。そこで、新制度の対象品目全てに

ついて、臭素系難燃剤の含有量を分析試験する。 

② 新制度設計に向けた技術的検討会 



小電のリサイクル制度を創設するため、従前の検討結果や上記の事

業（１）及び事業（２）①の調査結果を活かし、技術的な基準を設定

するための検討会を設ける。 

（３）新制度に係る情報発信及び導入促進事業 

小電のリサイクル制度を新たに創設したことを情報発信し、また多く

の市町村・事業者等に参加を呼び掛け啓発し、制度の導入を促進する。 

 

 

３．施策の効果 

既存でリサイクルされているものに加え、小電に含まれる有用金属のリサイ

クルを進めることにより、我が国の循環型社会形成を推進させることになる。

これにより、資源小国の我が国において有用金属の資源確保を促進することに

もなるほか、小電のリサイクルに関わる静脈産業の育成が期待される。また、

国内での資源循環が図られることで、海外流出してからの不適正処理による現

地の環境汚染を未然に防止することも期待される。 
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